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議会運営委員会 

 

令 和 元 年 ９ 月 ２ ４ 日 （ 火 ）               

午 後 ２ 時 ４ ３ 分 開  会               

 

○村田委員長   大変お疲れのところ申しわけございません。  

 ただいまより、議会運営委員会を開きます。  

 今回の議題につきましては、追加議案についてと発議について、それから議会報

告会について、この三つについて、皆さんに御協議をいただきたいと思いますけれ

ども、まず最初に、市長から御挨拶をいただきます。  

○加藤市長   議員の皆様におかれましては、長時間にわたる行政常任委員会で大

変お疲れのところ、追加議案のための議会運営委員会を開催していただきましてま

ことにありがとうございます。  

 本定例会に追加議案となります議案は、先月プロポーザルにて選定しました尾鷲

市役所本庁舎耐震改修事業の契約金額確定に伴う補正予算案についてと、工事請負

契約についてであります。  

 提出議案等の詳細につきましては、総務課長より説明いたさせます。よろしく御

審議賜りますようお願い申し上げます。  

○下村総務課長   それでは、令和元年第３回尾鷲市議会定例会への追加議案につ

いて御説明いたします。  

 議案書の１ページをごらん願います。  

 議案第６９号、令和元年度尾鷲市一般会計補正予算（第４号）の議決についてに

つきましては、去る８月３０日に尾鷲市役所本庁舎耐震改修事業プロポーザル選定

委員会を開催し、請け負い候補者を決定したところですが、あわせて提案いただい

た設計管理費及び工事費が５億９ ,９５０万円であったため、本年度当初予算に計

上していた本庁舎耐震改修事業に係る歳入歳出予算と債務負担行為を減額補正する

ものであります。  

 お手元の令和元年度尾鷲市一般会計補正予算（第４号）及び予算説明書の１ペー

ジをごらん願います。  

 今回の補正予算計上額は、補正前の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２

０万円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１０１億６ ,３１７万７ ,０００円

とするものであります。  
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 歳入について御説明いたします。  

 １０ページ、１１ページをごらん願います。  

 ２１款市債、１項市債、１目総務債２０万円の減額は、本庁舎耐震改修事業債の

事業費確定に伴う借入額の減額であります。  

 次のページ、歳出ですが、２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費２０万

円の減額は、本庁舎耐震改修事業費確定に伴う１５節工事請負費の減額であります。  

 ５ページに戻っていただき、債務負担行為補正及び地方債補正につきましては、

プロポーザルにおいて、本庁舎の耐震改修事業費が確定したことにより、来年度の

事業費の限度額及び本年度の起債限度額を減額補正するものであります。  

 議案書に戻っていただき、２ページの議案第７０号、工事請負契約について（尾

鷲市役所本庁舎耐震改修工事設計業務及び耐震改修工事）につきましては、先ほど

御説明しましたプロポーザル選定委員会にて、請け負い候補者を決定したところで

すが、本契約を締結するに当たり、地方自治法第９６条第１項第５号及び議会の議

決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第２条の規定に基づき、

議会の議決を求めるものであります。  

 契約の方法については、従前まで請負と記載していましたが、地方自治法第２３

４条第１項では、売買、賃借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、

随意契約または競り売りの方法により締結するものとするとなっており、他の自治

体の議案を確認したところ、そのような記載となっており、今後上程される議案に

ついても改めることといたしました。  

 追加議案の説明は以上であります。  

○村田委員長   ただいま、議案第６９号、令和元年度尾鷲市一般会計補正予算

（第４号）の議決について、議案第７０号、工事請負契約について、総務課長から

説明がありました。  

 これについて、御意見ございましたら御発言願いたいと思いますが。  

 御意見ございませんか。よろしいですか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○村田委員長   意見もないようでございますので、この追加議案について、議案

第６９号、議案第７０号については、追加議案として取り扱うことといたします。  

○高芝議会事務局長   それでは、ただいま執行部から説明のありました追加議案

の取り扱いについて説明させていただきます。  

 追加議案につきましては、今定例会最終日である２６日木曜日に議案上程してい
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ただきまして、提案説明、質疑の後、委員会付託を行い、暫時休憩していただきま

して、行政常任委員会を開催していただき、付託議案の審査を行っていただきます。

審査終了後、本会議を再開し、他の議案とあわせて委員長報告を行っていただき、

委員長報告に対する質疑、討論の後、採決という取り扱いで予定しておりますので、

よろしくお願いいたします。  

 なお、この追加議案に対する質疑及び討論の通告につきましては、あす９月２５

日水曜日の午前１１時とさせていただいておりますので、よろしくお願いいたしま

す。  

 また、議案付託表案をただいま通知させていただきましたので、御確認いただき

ますよう、よろしくお願いします。  

 以上でございます。  

○村田委員長   議案第６９号、議案第７０号の取り扱いについて、事務局より説

明がありました。  

 これについて御意見ございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○村田委員長   ないようでありますので、事務局のただいまの説明どおり進めて

まいりたいと思いますので、よろしくお願いをいたしたいと思います。  

 次に、発議について、発議第６号、水産業の体質強化を求める意見書について

（案）について、議会事務局より説明を求めます。  

○高芝議会事務局長   それでは、発議について御説明申し上げます。  

 発議第６号、水産業の体質強化を求める意見書について（案）につきましては、

提出者が小川公明議員、賛成者が内山將文議員、上岡雄児議員、仲明議員でござい

ます。  

 内容につきましては、それぞれ別紙意見書案のとおりでございますので、御確認

いただきますよう、よろしくお願いいたします。  

 なお、この発議の取り扱いでございますが、本定例会最終日である２６日木曜日

に上程し、議決をいただく予定としておりますので、よろしくお願いいたします。  

 以上でございます。  

○村田委員長   発議第６号について説明がありましたけれども、これについては

説明どおりの取り扱いでよろしゅうございますか。よろしいですか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○村田委員長   御意見ないようでございますので、説明どおり進めてまいりたい
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と思います。  

 次に、議会報告会について、事務局より説明を求めます。  

○高芝議会事務局長   それでは、１０月の議会報告会の日程案を説明させていた

だきます。  

 今回も、この４月開催の報告会と同様に、Ａ班Ｂ班、二つの班に分かれていただ

き、４月開催分の残りの地区において実施していただく案でございます。ちなみに、

班分けにつきましては、Ａ班は行政常任委員会の三鬼孝之委員長さんに、Ｂ班は議

会運営委員会の村田幸隆委員長さんに班長をしていただく形で分けさせていただい

ております。  

 なお、ただいま議会報告会当日に各会場で実施させていただく予定の議員定数に

関するアンケート案を通知させていただきましたので、御確認いただきますようお

願いいたします。  

 また、このアンケートにつきましては、この後開催される全員協議会におきまし

てもあわせて配付させていただき、今回は議員さん個々にも市民の皆様の意見を集

約していただく形でお願いしたいと思います。  

 なお、アンケートの締め切りにつきましては、今回の議会報告会日程最終日の１

０月２８日月曜日をめどに議会事務局のほうへお願いしたいと思います。  

 説明は以上でございます。  

○村田委員長   議会報告会の日程について、説明がございました。また、班分け

についても説明がございましたけれども、まず、日程について、皆さん、御異議ご

ざいましたら、御発言願いたいと思いますが。いろいろ御都合ありますから。  

○南委員   僕、Ａ班ということで、特に１０月からエビ網、始まらへんかな。そ

うやもんで、特に早田やとか漁場のところは、いろんなそこら辺の話がいつも出る

んですわ。  

 月夜の日やとか、そういった日ならいいんですけれども、闇の日のあれというの

はやはり集まりにくいというようなことがあるもんで。  

（「昼（聴取不能）に終わるわけやね」と呼ぶ者あり）  

○南委員   昼ばっか。  

（「昼ばっか」と呼ぶ者あり）  

○南委員   それでも早いで、エビ網、行くのは。もしできたらしていただいたほ

うがいいと思うんですけどね。  

○高芝議会事務局長   ただいま南委員さん、御指摘いただきましたとおり、各地
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区に、一応、区長さんに今回の開催時間などの日程案を事前に確認させていただき

ました。南委員さんがおっしゃっていただいたような事情も各地区にはあると思う

んですが、一応、区長さんのほうからは了承をいただいております。  

○南委員   区長さんから時間的なあれも了承もいただいておると思うので、これ

以上云々じゃないんですけれども、できたら午前中あたりやったら十分参加される

方もふえるんじゃないかなという思いがいたしますので、一応、区長さんと決まっ

た話ならあれなんですけれども、もう一回だけ確認してもらったらと思うんですけ

ど。  

○三鬼（孝）委員   特に今、南委員の発言に関連して、早田と大曽根、それから

梶賀かな、この地区だと思うんですね。エビ網操業出発時間は大体、２時半か３時

ごろなんです。  

 その辺のところで、月夜やったら漁はしませんけど、その辺のところ、ちょっと、

区長も調査しておるんやろうか。  

○高芝議会事務局長   再度、今、本日言っていただいたことを確認することは可

能ですので、委員長、それでよろしいですか。  

○村田委員長   副委員長、何か。  

○小川副委員長   いいです。  

○村田委員長   いいですか。  

 再度、確認をさせていただいて、また、時間のほうを決めていくということでひ

とつ、御了解願いたいと思います。  

 奥田さん、よろしいですか。  

（発言する者あり）  

○村田委員長   それでは、議会報告会の日程についてはこれで終わりたいと思い

ますけれども。  

 それから、議員定数のアンケートにつきましては、この議会報告会で来場された

方にお配りしてアンケートをとるわけでありますけれども、個々に議員の皆さん方

に、１名につき２０部お持ちをいただいて、議員の方々の個々でまたアンケートを

していただくということも進めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいた

したいと思います。  

○三鬼（和）委員   その件について、どうなんでしょうか、各コミュニティーセ

ンターとかそういうのであると、不特定多数という、多数か少数になるかは別にし

て、不特定の中でしますけど、議員個々が集めるということは、議員の主観も入っ
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てしまう可能性もなきにしもあらずなので、私は、議員は個々で発言できる機会が

ありますので、議員が集めるということは要らないんじゃないかなと思います。  

○村田委員長   全くですね。そのとおりだと思いますけれども、そこのところは

議員ですから、私情を捨てて、皆さんに冷静な判断をしていただくために２０部お

配りするということでございますので、あえてこれをさせていただきましたので、

何とかひとつ、御了解をいただきたいと思います。  

 ただ、本人が全部２０枚出すということは、これはどうなんかなと思いますけれ

ども。  

○濵中議長   今の話に関しまして、ちょっと逆の方向で思ったのが、それぞれの

議員の活動は、市民の方たちの意見を集約させてもらってお届けするという役目も

ありますので、それぞれが周りでいつもお話を聞いている方たちの意見をお預かり

するという意味であれば、決して議員の意見が押しつけられるというものでもない

のかなという気もしますので、それも一度やってみてはどうかなと思うんですけれ

ども、いかがでしょうか。  

○三鬼（和）委員   議長がそう言われると、不特定多数のパブリックコメント的

な集めるんだったら、私は賛成だと思うんですけど、議員が個々が集めるというの

はちょっと無理をしても困ることなので、どうかなって思いましたので。  

 一応、やられるんでしたらあれなんですけど。議長の意見に関してはちょっとそ

うではないんじゃないかなと思いますので。  

○南委員   僕、向かいのコミュニティーセンターへ頼んで置いておってもらおう

かいなと思う。それでもよろしいんですか。  

○村田委員長   結構です。結構です。  

○南委員   そういう感じで僕の場合はさせてもらおうかいなと思っておるんです

けど。  

○小川副委員長   この間、総務課長が言われたのは、コミュニティーセンターに

１日何人来るかと聞くと、１日ゼロから１人しか来んというのがあるもんで、集ま

るんかいなという心配。  

 梶賀の場合、聞いたら、やっぱり平均でゼロから１人という話もありましたので、

コミュニティーセンターから発信せなあかん、来てくれへんやろうなというのがあ

るんですけど、集まるんかなという心配はあります。  

○村田委員長   それぞれアンケートのとり方というのはあると思うんですね。で

すから、例えば、自治会の会長さんにお預けをして、済まんけど、ひとつお願いす
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るというようなあり方もありますので、もし三鬼委員さんがどうしても嫌だと言う

んだったら、そのまま置いておいてくれたら結構なんですけれども。  

 できれば、やっていただける方にそうお願いしたいと思いますので。  

○三鬼（和）委員   こういうこともあるんじゃないかということを発言しただけ

であって、最終的には議員我々が決めると思いますので、そういったのを認識して

やればいいだけのことなので、了解しました。  

○村田委員長   あくまでもこれ、我々、議会が決めることであって、市民の皆様

方の御意見というのはあくまでも一つの参考材料ということでございますので、そ

の辺を踏まえて、何とかよろしくお願いします。済みませんが。  

○三鬼（和）委員   できる限り抽象的な意見はもらうということはやぶさかでは

ないので、議会を見ていただいておる中で、市民の方々が議員のあり方として見て

くれる部分には私は結構だと思うので、そうやっていただいて。  

○村田委員長   よろしくお願いします。  

 市長、何か御不満おありですか。  

（発言する者あり）  

○村田委員長   そうですか。  

 他に御意見ございます。よろしい。  

 奥田議員、よろしい。  

○奥田副議長   これ、やるのは結構なんですけど、今現在何人かという、何人か

知らない方も、今何人やと聞かれることもあるもんで、現在は１３人ですというの

をどこかに入れてもらうといいかなというのと。  

○村田委員長   事務局。  

○高芝議会事務局長   はい。  

○村田委員長   そうですね。  

○奥田副議長   それと、議員の色って出ないですかね。おまえどう思うんやとか、

こういうのを書いてもらうときに。  

（「１人で書いてもらわないかん」と呼ぶ者あり）  

○奥田副議長   だから、箱か何かあって、提出するときは箱へ入れてもらうとい

うのやったらいいんですけど、議員が回収してくるんですよね。どこまで客観性が。  

○村田委員長   ですから、さっき申し上げたように、自治会とか区長さんとかそ

ういう方にお預けをしてお願いするということで。済みません、お願いいたします。  

 よろしいですか。  
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（「なし」と呼ぶ者あり）  

○村田委員長   よろしくお願いいたします。  

 以上で、議事につきましては御協議をいただきました。  

 これで議会運営委員会を終わります。  

（午後  ３時０１分  閉会）  

 


